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第５期嬉野市農業委員会 第３４回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １  馬場下関東二 外３６筆 田の嵩上げ、基盤整備 R3.5.6 了 承 

報告第２号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について   

 １  真崎大牟田東 農業用倉庫 R3.5.6 了 承 

報告第３号  農地法第５条の規定による許可の取消願いについて   

 １  五町田辺田 資材置場 R3.5.6 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  五町田流海 使用貸借権 R3.5.6 承 認 

 ２  谷所二本柳 賃借権 R3.5.6 承 認 

 ３  谷所二本柳 賃借権 R3.5.6 承 認 

 ４  五町田谷 賃借権 R3.5.6 承 認 

 ５  五町田谷 賃借権 R3.5.6 承 認 

 ６  五町田谷 賃借権 R3.5.6 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  所有権の移転   

 １  大草野平石 あっせん R3.5.6 承 認 

 ２  下野一本松二 あっせん R3.5.6 承 認 

  利用権設定   

 塩 1～26 馬場下板ノ平 外３５筆 使用貸借権・賃借権 R3.5.6 承 認 

 嬉 1～20 吉田寺田 外５２筆 賃借権・使用貸借権 R3.5.6 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  五町田四本谷 外１１筆 贈与 R3.5.6 許 可 

 ２  谷所二本柳 売買 R3.5.6 許 可 

 ３  馬場下高月 売買 R3.5.6 許 可 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４  下宿五本松 売買 R3.5.6 許 可 

 ５  吉田松小平 売買 R3.5.6 許 可 

 ６  下野三坂原 売買 R3.5.6 許 可 

 ７  久間後山 外１筆 売買 R3.5.6 許 可 

 ８  久間明神籠 売買 R3.5.6 許 可 

 ９  久間明神籠 外３筆 売買 R3.5.6 許 可 

議案第４号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  久間本志田原 駐車場 R3.5.6 承 認 

 ２  下宿二本桜 太陽光発電設備設置 R3.5.6 承 認 

 ３  下宿四本桜 外１筆 太陽光発電設備設置 R3.5.6 承 認 

 ４  下宿二本松 外３筆 九州新幹線作業用通路等 R3.5.6 承 認 

 ５  下野第八区画整理 一般住宅 R3.5.6 承 認 



第５期嬉野市農業委員会第３４回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  令和 ３年 ５月 ６日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所 塩田庁舎 ３階 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ５月６日 午後１時３０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会  ５月６日 午後２時３９分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議  長 ７ 原田 謙次 出  

１ 池田 博幸  欠  ８ 峰  正己 出 事前審査班長 

２ 馬場みどり 出 議事録署名 ９ 中島文二郎 出  

３ 森  和義 出  １０ 杉﨑 順憲 出 
憲 章 朗 読 

議事録署名 

４ 西田 昭義 出  １１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 出  １２ 生田 健児 欠  

６ 山口智佐代 出   

 

（職員等） 

事 務 局 長 馬場 敏和 主   査 永田 良子 

農業政策課副課長 小原 和子   

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

    報告第１号 農地等形状変更届出について 

    報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

    報告第３号 農地法第５条の規定による許可の取消願いについて 

    議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      山口安則委員が都合のため欠席です、生田委員は連絡があっておりませんが、

定刻となりましたので進めたいと思います。定足数に達しておりますので川内会

長の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号１０番 杉崎順憲委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第３４回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告３件、議案４件で、審議事項は７０件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号１０番 杉崎 委員と ２番 馬場みどり 

委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出についてを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、嬉野市長 村上 大祐 様です。 

      所在地は、２ページ別紙①をご覧ください。 

大字馬場下 関東二 ○○○番 外３６筆 



地目はすべて田、面積の合計は５１，０７４㎡です。 

      理由は、ハウス団地整備にあたり、農地の形状を変える必要があるため とい

うことです。 

      隣接は、東は道路、西は農道、南は農道、北は道路 です。 

      図面は３ページと４ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、森委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事業内容は、市役所の農業政策課より説明をお願いしたいと思います。私の 

方からは地元の取り組みについて説明させて頂きます。５町１反は地元の法人 

の圃場でありまして、殆ど宮ノ元区の８割はここに集中している農地でござい

ます。５区の区長会において水利関係、区費等話合いを市役所と協議し、方向

性を示して頂いております。ハウスの施設は建っておりませんので５年間の管

理作業は法人の方で作業請負をしているところです。早速ですけど４月のうち

に草刈りと耕起、焼却までしたところです。地元としては、歓迎する中でも早

く建ててもらわないと大変なことになると心配になるところです。そういうこ

とで入居者の方からも区費、水利関係すべて頂く段取りとなっております。さ

らに雨水、生活水路は既存の水路に流してもらうようにしておりますが、ハウ

スの使用水は元缶詰工場の排水路を利用し、直接塩田川へ流す水路に流しても

らうような計画で考えて頂いております。そういうことを踏まえ、地元として

は了解したと言うことでございます。宮ノ元の区長でもある前田推進委員に、

補足があればして頂きたいと思います。内容に関しては、市でお願いしたいと

思います。 

地元委員  今、森委員さんが言われたとおりで、長崎街道の遺跡が出たと言うことで、 

こういう風な申請となり、６０～７０cm が盛土となるそうです。よろしくお 

願いします。 

農業政策課  皆さんこんにちは、農業政策課の○○です。若干説明をさせて頂きます。市 

の園芸団地構想に基づきまして、現在嬉野市ではハウス団地を計画させて頂い 

ております。団地建設の当地区はかつてから、米・麦・大豆など土地利用型の 

営農をされていたところですが、道路、水路に囲まれ、周辺との独立性が確立 

できる区域におきまして、農業振興地域での中間管理事業を活用し、施設園芸 

の担い手農家への集積を行いまして、高性能の施設等の設置、また先進技術 

の導入によります、キュウリ、トマト、イチゴ等の施設園芸に転換する目的と 

して団地を計画しているところでございます。先程から有りましたように、当 

地区に埋蔵文化財のエリアに指定されており、昨年、令和２年度の事業で埋蔵 

文化財の調査を行ったところ、先程区長さんからあったように長崎街道の跡地 

が発見され、また周辺で生活された弥生時代のものと思われます土器が出土され 

その結果、市の文化財の担当、県の担当者と協議を行いまして、保護層を持って 

盛土を行い、出土した文化財を保護することとなりました。保護の方法としま 

しては、２つありました。盛土で保存と本調査を行う方法で、本調査に関しては 



時間もかかり、経費も莫大にかかるということで、今回は令和３年度に入植者が 

希望されているため、盛土を選択したところです。その関係で高いところでは約 

７０cm をしなければいけないような形になったことで、今回形状変更をお願 

いすることになりました。以上地権者に関しては、承諾書等は全部頂いており 

ますので報告させて頂きます。以上説明を終わります。 

議  長  続いて、４月２８日に第５班、第１Gｒ で実施した事前審査の結果について、

峰 正己 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  今説明されたように特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

委  員  よろしいですか。何団地出来る予定ですか。 

農業政策課  今のところ１０区画計画をしております。令和３年度が１人、令和４年度が２

人予定をしております。 

委  員  地目は田ですが、嵩上げした後は畑でなくそのままですか。 

農業政策課  田のままです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地等形状変更届出について、整理番号１番について

は、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に 

ついて を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書５ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、大牟田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字真崎 大牟田東 ○○○番、 地目は畑、 

面積は２６０㎡のうち、１２０㎡です。用途は、農業用倉庫 

      理由は、昨年の台風でハウス倉庫が壊れたため、強い農業用倉庫を建てたい 

ということです。 

      隣接は、東・西は宅地、南は水路・道路、北は宅地 です。 

      図面は６ページと７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、馬場委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここの場所は大牟田のバス停から５０ｍ程ですが、元々小屋が建っていたそ 

うですけど地元に詳しい宮﨑委員がいらっしゃいますので、説明をお願いしま

す。 



地元委員  申請が出てから、馬場委員と一緒に○○さん宅へ確認に行ったところ、台 

風で小屋がやられ、こっちに建て直すとのことで、屋敷内であることからよろ

しいかと思いましたけど、みなさん審議のほどよろしくお願いします。 

議  長  続いて、峰 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  今言われたように、周りが屋敷であり問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、 

整理番号１番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第３号 農地法第５条の規定による許可の取消願い 

について を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書８ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は、佐賀市の ○○○○ 様です。 

      借受人は、真崎の 株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字五町田 辺田 ○○○番、 地目は田、 

面積は２，５６２㎡で、用途目的は、資材置場 

      理由は、資材置場として５条許可受け、当時は資材置場として利用していたが、 

今後資材置場としての利用もなく、農地も賃借での許可でもあることから許可の 

取消をお願いしたい ということです。 

      図面は９ページと１０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。農地法第５条の規定による許可の取消願いについて、 

整理番号１番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１１ページ、整理番号１番です。 



      貸付人は 谷の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 流
りゅう

海
かい

 ○○○番 地目は田、 

面積は、２，８７４㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成３０年２月１日から令和５年１月３１日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約するため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

      借受人は 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 二本柳 乙３５３３番３ 地目は田、面積は、２０４㎡

利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年１１月１日から令和７年１０月３１日までで、 

      解約理由は、構成員脱退のため ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号２番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

事 務 局  先程の件で、先月総会時に借受人の○○○○の分で、代表者名が記入され 
ていなかったことで、農業公社へ確認したところ、記入漏れということでお詫 
びがあっております。事務局も今後、確認するようにしております。報告でした。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 三ヶ崎の ○○○○ 様、 

      借受人は 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様です。 



所在地は、大字谷所 二本柳 ○○○番 地目は田、 

面積は、２０４㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年１１月１日から令和７年１０月３１日までで、 

      解約理由は、構成員脱退のため ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号３番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  整理番号４番と５番については、借受人が、農事組合法人 ○○○○  

代表理事 ○○○○ 委員となっています。 

嬉野市農業委員会総会会議規則第２０条の規定により、審議開始から 

終了まで退室し、審議終了後に入室・着席ください。 

（○○委員退室） 

整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は 宮ノ元の ○○○○ 様、 

      借受人は 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番 地目は田、 

面積は、５５２㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２８年６月１日から令和８年５月３１日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号４番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１２ページ、整理番号５番です。 

      貸付人は 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

      借受人は 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番 地目は田、 



面積は、２００㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年１２月１日から令和７年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号５番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

  ○○ 委員に、入室・着席するように、事務局伝えてください。 

  （○○委員入室・着席） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      貸付人は 宮ノ元の ○○○○ 様、 

      借受人は 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番 地目は田、 

面積は、２００㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年１２月１日から令和７年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号６番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

議  長  所有権の移転について 嬉野市の分です。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表１ページをご覧ください。整理番号１番です。 

売り手人は、大草野の ○○○○ 様 

買い手人は、佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様 です。 

 所在地は、大字大草野 平石 ○○○番、地目は田、 



面積は、９７１㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせんで、利用目的は、米です。 

対価としましては、反当たり２０６，０００円、全体で２００，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 所有権の移転について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

売り手人は、下野の ○○○○ 様 

買い手人は、佐賀県農業公社  理事長  ○○○○ 様 

所在地は、大字下野 一本松二 ○○○番 

地目は田、面積は８４９㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせんで、利用目的は、米です。 

対価としましては、反当たり４７２，０００円、全体で４００，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号２番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号２番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 所有権の移転について、 

整理番号２番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次に、別添の表２ページから４ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から２６番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

２６番までについて 農業政策課の説明を求めます。 



農業政策課  別添の表２ページから４ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から２６番までについて です。 

貸し手人は 鳥栖市の ○○○○ 様、外２４名様、 

借り手人は 畦川内の ○○○○ 様、外１４名様です。 

所在地は、大字馬場下 板ノ平 ○○○番 外３５筆、 

地目は田と畑で、田の面積の合計が４１，６５９㎡、 

畑の面積は１，７５８㎡、田畑合計で４３，４１７㎡です。 

利用権は、使用貸借権と賃借権で、期間は３年から１０年で、 

再設定及び新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から２６番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から２６番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について 

塩田町の分 整理番号１番から２６番までについては、原案のとおり承認する 

ことに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表５ページから７ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から２０番までについて、

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から２０ 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表５ページから７ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から２０番についてです。 

貸し手人は 両岩の ○○○○ 様 外１８名様、 

借り手人は 同じく両岩の ○○○○ 様 外１７名様です。 

所在地は、大字吉田 寺田 ○○○番 外５２筆、 

地目は田と畑、田の面積の合計が４１，１９４㎡、 

畑が合計で３０，４６５㎡、田畑合計で７１，６５９㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は２年から１０年で、再設定及び新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 



議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から２０番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員  整理番号１２，１３番の○○○○株式会社は、野菜を作るとなっ 

ていますが、農業をしていますか。 

農業政策課  元々福祉施設を経営されているところですが、事業の中で作物を作られ、利用

権設定も解除条件付きということで、農業委員会への報告義務がある利用権設

定となっております。春日の方に○○○をされており、周辺の農地で亡くなら

れて、誰もする人がいないため、また新たに借りられて水稲を作ったり、野菜

を作ったりするということをお聞きしております。以上です。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から２０番まで

については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から２０番については、原案のとおり承認することに決

定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１３ページ、整理番号１番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 袋の ○○○○ 様、 

      譲受人は 息子さんの ○○○○ 様、 

      所在地は、議案書１６ページ、大字五町田 四本谷 ○○○番、外１１筆 

地目は田と畑、田の面積の合計は１４，１９４㎡、畑の合計は１６６㎡ 

田畑合計で１４，３６０㎡です。 

譲渡理由は、親子間による生前一括贈与です。 

図面は１７ページから１８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 



議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 三ヶ崎の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく三ヶ崎の ○○○○ 様、 

所在地は  大字谷所 二本柳 ○○○番、地目は田、 

面積は２０４㎡です。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり７３，５２９円、全体で１５，０００円です。 

図面は１９ページから２０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号２番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 千葉県の ○○○○ 様、 

      譲受人は 町分の ○○○○ 様、       

所在地は、大字馬場下 高月 ○○○番、地目は畑、面積は１１７㎡。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり１００，０００円、全体で１１，７００円です。 

図面は２１ページから２２ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号３番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買による所有権の移転です。 



      譲渡人は 福岡県の ○○○○ 様、 

      譲受人は 今寺の ○○○○ 様、       

所在地は、大字下宿 五本松 ○○○番、地目は畑、面積は４４㎡。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり１，１３６，３６４円、全体で５０，０００円です。 

図面は２３ページから２４ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号４番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページ、整理番号５番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 佐世保市の ○○○○ 様、       

所在地は、大字吉田 松
まつ

小平
こ び ら

 ○○○番、地目は畑、面積は４５４㎡。 

      譲渡理由は、空き家バンク登録物件売買のため、 

譲受理由は家庭菜園及び保全のためです。 

      売買価格は、宅地、建物込みで、反当たり２，９２３，０５０円、 

全体で２，４００，０００円です。 

図面は２５ページから２６ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号５番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 式浪の ○○○○ 様、 

      譲受人は 今寺の ○○○○ 様、       

所在地は、大字下野 三
さん

坂原
さかばら

 ○○○番、地目は畑、 



面積は、１，３６８㎡。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で４１０，４００円です。 

図面は２７ページから２８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号６番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号６番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 冬野の ○○○○ 様、 熊本市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 北下久間の ○○○○ 様、       

所在地は、大字久間 後山 ○○○番、外１筆 地目は田、 

面積の合計は、６３８㎡。 

      譲渡理由は労力不足、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり１５７，０００円、全体で１００，１６６円です。 

図面は２９ページから３０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号７番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号７番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１５ページ、整理番号８番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 鹿島市の ○○○○ 様、  

      譲受人は 埼玉県の ○○○○ 様、外１名様       

所在地は、大字久間 明神籠 ○○○番、地目は田、面積は３６４㎡。 

      譲渡理由は労力不足、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で１０９，２００円です。 

図面は３１ページから３２ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号８番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ



んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号８番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号８番については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号９番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号９番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 南志田の ○○○○ 様、  

      譲受人は 埼玉県の ○○○○ 様、外１名様       

所在地は、大字久間 明神籠 ○○○番、外３筆 地目は田 

面積の合計は５，３７１㎡。 

      譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模の拡大です。 

      売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で１，６１１，３００円です。 

図面は３３ページから３４ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号９番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号９番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

整理番号９番については、原案のとおり許可することに決定しました。 
 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３５ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 神戸市の ○○○○ 様、 

譲受人は 太良町の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 本志田原 ○○○番地、地目は畑、 

面積は１７９㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、太良町から塩田町へ店舗の移転を計画し、条件に合う場所を探してい

た。同時利用地雑種地（○○○）に店舗等を申請地に、駐車場（車両保管用） と

して転用したいということです。 

東は宅地、 西は雑種地・畑、南は宅地、北は道路 です。 

売買価格は、反当たり３，４４６，９２７円、全体で６１７，０００円です。 



図面は３８ページと３９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事務局から説明があったように、わざわざ太良町から塩田町へ店舗の移転をさ

れたということで、ここに駐車場がなかったことで、駐車場を確保したいと言う

ことでございますので、地域の活性化になるということでよろしくお願いします。 

議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今言われたように特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  店舗というのは何ですか。商売は。 

事 務 局  車の加工、フイルム貼ったりとか、特殊な感じではなく、車の中を内装をす 

るとお聞きしております。それをした車両を奥に置くそうです。置くところ 

が無いということで農地の方を駐車場の車両保管用としてとして利用したい 

とのことです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 式浪の ○○○○ 様、 

譲受人は 今寺の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 二本桜 ○○○番、地目は田、 

面積は、８１４㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は何年も耕作されておらず遊休化している農地であり、今後耕

作の見込みもないため、同時利用地の原野（○○○）を含み、太陽光発電設備設

置として転用したい ということです。 

東は雑種地・畑、 西は原野・畑、 南は道路、 北は原野・畑 です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で２４４，２００円です。 

図面は４０ページと４１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  長年耕作を放棄されていて、いまそこが電柱があるところなんですが、上の方

にも畑があったそうですが、荒地になっていてそこの分も太陽光にするというこ



とで申請を頂いております。まあ荒地ですので、出来て良かったなあと思います。

よろしくお願いします。 

議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今言われたように荒地で、ここは日当たりが良く太陽光にするには最適かと思

います。宅地とかでもいいのかと思いますが、そういうことですので問題ないか

と思います。 

議  長  先程、○○さんは３条の方で規模拡大と申請をなされていますが、今度は農 

地を買って太陽光、どっちが主なんですかね。 

地 域 担 当  農地もしていますので、どっちもしてらっしゃいます。その辺はわかりません。 
議  長 買ってしてもらう分はいいのですが。国も今推進しているのですが。他の業者 

そういうふうにしたら、基本的には農地を守ることですが。 
委  員  耕作放棄地ですからね。 
議  長  片方では農地を買って、太陽光ですからね。 
地 域 担 当  ここは、用水もなくなり出来ないところであります。 
議  長  前回も耕作放棄地を買って、太陽光を付けていますので。後々問題がないよ 

うに監督をして頂きたいと思います。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 今寺の ○○○○ 様、外２名様 

譲受人は 同じく今寺の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 四本桜 ○○○番 外１筆、 地目は畑 

面積の合計は２，５５７㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は何年も耕作されておらず遊休化している農地であり、今後耕

作の見込みもないため、太陽光発電設備設置として転用したいということです。 

東は原野・畑、 西は山林・里道、 南は原野・宅地、 北は山林・畑 です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で７６７，１００円です。 

図面は４２ページと４３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、報告をお願いします。 

地域担当  さっきの案件とすぐ近くでございますが、耕作をしてなく、立ち木がたって山

のようになっていますが、日当たりも良く申請が出されております。よろしくお

願いいたします。 



議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  ここが、奥の方の境界がどうなっているかわからないが、知り合いばかりとの

ことで、まあ何とかですね、よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

事 務 局  前の案件ですが、隣に宅地がありました。そこの方が、最初に話があった時 

分は、弟さん？か生きてらっしゃって、吉田の方が管理をなさっており、そ 

のお話を聞いてなかったと言うことで、亡くなられた方が昨年の１２月くらい 

とのことで、○○さんには、再度管理なされる方に説明をして頂くようお願 

いをしていたところです。早急にして頂くようしていましたが、結果の方が 

まだお聞きしていませんので、内容を聞いてから、事務局で県の方に出すかを 

判断したいと思います。また、その件に関しては、来月の総会時に報告した 

いと思います。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      議案書３７ページ、別紙③をご覧ください。 

貸付人は 下宿の ○○○○ 様、外５名様 

借受人は 福岡の ○○○○株式会社 福岡支店  

取締役支店長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 二本松 ○○○番、外３筆 

地目はすべて田、面積の合計は、３，４７６㎡です。 

農地区分は農用地区域内農地、用途目的は、九州新幹線武雄軌道敷設他工事 

に伴う迂回路、作業用通路、作業ヤード、資材ヤード及び表土仮置き場 です。 

      事由は、軌道敷設工事に伴うクレーン等の設置、作業するための用地が必要と

なるため、一時転用したい ということです。 

東は田、 西は雑種地、 南は河川・道路、 北は宅地・道路 です。 

賃借料は年間、反当たり２００，０００円、全体で６９５，２００円です。 

図面は４４ページと４５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  新幹線の作業ヤードで借りられていて、私が知っている限り今の業者の２つ前



くらいからであります。継続で一時転用がなされていて、今度聞いた分では、秋

位で終わる予定とのことです。よろしくお願いします。 

議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今植松委員がいわれたように、後、農地に戻すとのことで、特に問題ないと思

います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  これは更新ですよね。前の業者でお終いやったのをこの業者での更新ですよね。 

     また、期間を延ばし更新と言うことですよね。 

事 務 局  ○○建設とは、２回目となります。 

議  長  他にありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３６ページ、整理番号５番です。 

      貸付人は 井手川内の ○○○○ 様、 

借受人は 久保田町の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 第八区画整理 ○○○番、地目は畑、 

面積は、３５５㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は、一般住宅です。 

      事由は、現在、アパートに居住していますが手狭となり、また、両親の将来の

ことも考え近くで暮らしたいと思い、同時利用地の宅地（○○○）を含み申請地

を一般住宅用地として転用したい ということです。 

東は雑種地・道路、 西は畑、 南は道路、 北は畑・宅地 です。 

親子関係で、使用貸借です。 

図面は４６ページと４７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここは区画整理地内で、下水道も排水も整備されていますので特に問題ないと

思います。よろしくお願いします。 

議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今言われたように、大体住宅を建てるようなところであるため、特に問題ない

と思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり



許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第３４回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２ 時 ３９ 分 閉会 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


